
みんなの掲示板

人口の動き (前月比 )人口の動き (前月比 )

総人口　２，４６８人 (－８人 )　うち外国人人口　４６人 (ー１人 )

　男性　１，２３９人 (ー２人 )　

　女性　１，２２９人 (ー６人 )　　世帯数　１，２０３世帯（ー３世帯 )

死亡事故ゼロの日

２，９３４日

※すべて１１月末時点

　議会情報　議会情報

■第４回鶴居村議会定例会

今定例会は１２月１３日から１４日の会期２日間で開かれ、１３件の議案等について審議が行われ原案のとおり

議決されました。

議案第７８号　未来へつなげる景観むらづくり条例の制定について

議案第７９号　鶴居村移住体験住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第８０号　鶴居村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

議案第８１号　鶴居村公営企業の設置等に関する条例の制定について

議案第８２号　鶴居村水道特別会計条例等を廃止する条例の制定について

議案第８３号　鶴居村公の施設に係る指定管理者の指定について（鶴居村デイサービスセンター）

議案第８４号　鶴居村公の施設に係る指定管理者の指定について（鶴居村地域資源循環活用施設）

議案第８５号　鶴居村公の施設に係る指定管理者の指定について（鶴居運動広場）

議案第８６号　鶴居村公の施設に係る指定管理者の指定について（鶴居どさんこ牧場）

議案第８７号　鶴居村公の施設に係る指定管理者の指定について（ファームインつるい）

議案第８８号　鶴居村公の施設に係る指定管理者の指定について（鶴居村村民スポーツ・健康増進施設）

議案第８９号　令和５年度鶴居村一般会計補正予算（第５号）について

議案第９０号　令和５年度鶴居村介護保険特別会計補正予算（第２号）について

■鶴居村公の施設に係る指定管理者の指定について

地方自治法第２４４条の２第３項及び第６項、並びに鶴居村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する

条例、同条例施行規則に基づき、次のとおり指定管理者を指定しましたのでお知らせします。

１．鶴居村デイサービスセンター

　　所在地：阿寒郡鶴居村鶴居東 1丁目１２番地

　　申請者の名称：医療法人　資生会

　　指定期間：令和６年４月１日～令和９年３月３１日

２．鶴居村地域資源循環活用施設

　　所在地：阿寒郡鶴居村字雪裡原野北１５線西９番１

　　申請者の名称：鶴居村森林組合

　　指定期間：令和６年４月１日～令和１１年３月３１日

３．鶴居運動広場

　　所在地：阿寒郡鶴居村鶴居北１丁目１番地

　　申請者の名称：株式会社　鶴居村振興公社

　　指定期間：令和６年４月１日～令和１１年３月３１日

４．鶴居どさんこ牧場

　　所在地：阿寒郡鶴居村字久著呂７１番地の１

　　申請者の名称：株式会社　鶴居村振興公社

　　指定期間：令和６年４月１日～令和１１年３月３１日

５．ファームインつるい

　　所在地：阿寒郡鶴居村字下雪裡５番の３

　　申請者の名称：鶴居村を楽しむ会

　　指定期間：令和６年４月１日～令和１１年３月３１日

６．鶴居村村民スポーツ・健康増進施設

　　所在地：阿寒郡鶴居村鶴居西６丁目１番地１

　　申請者の名称：株式会社　むらづくり鶴居

　　指定期間：令和６年４月１日～令和１１年３月３１日
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　村外のイベント　村外のイベント

■塘路湖の氷上を歩こう

塘路湖の氷上を対岸まで歩きながら、氷上の現象や周辺の自然現象を楽しみます。スノーシュー使用。

　日　時：１月１３日（土）１０時～１２時

　定　員：１０名

　参加費：無料

　開催場所・申込・問合先：塘路湖エコミュージアムセンター　☎０１５４－８７－３００３

　注意喚起　注意喚起

■１月１０日は「１１０番の日」■１月１０日は「１１０番の日」

１１０番は、事件・事故等が発生した場合に警察へ緊急通報するた１１０番は、事件・事故等が発生した場合に警察へ緊急通報するた

めの電話です。電話に出た警察官の質問に慌てず落ち着いて、「いつ」めの電話です。電話に出た警察官の質問に慌てず落ち着いて、「いつ」

「どこで」「何が」あったのかを答えてください。「どこで」「何が」あったのかを答えてください。

急を要しない相談やお問い合わせなどは、警察相談電話（＃９１１０）急を要しない相談やお問い合わせなどは、警察相談電話（＃９１１０）

または、最寄りの警察署や交番、駐在所にお問い合わせください。または、最寄りの警察署や交番、駐在所にお問い合わせください。

問合先：釧路警察署　問合先：釧路警察署　☎☎０１５４－２３－０１１００１５４－２３－０１１０

■特殊詐欺の手口をどのくらい知っていますか？

自宅の固定電話に「老人ホームに入居できる権利があります。」とい

う電話があり、入居を断ると「あなたの名義で他の人が入居する。

名義を貸して欲しい。」と言われ、これに承諾すると後日名義貸しは

犯罪だ！トラブル回避のため宅配便で現金送れ」と指示され、お金

をだまし取られる特殊詐欺が発生しています。

現金を宅配便で送ることはできません。

防犯対策として、自宅の電話は常に留守番電話設定にし、知らない

番号からの電話は出ないようにしましょう。

また、パソコンや携帯電話の画面上に「ウイルスに感染しました」

や「利用料金未納です」など表示され、指示された番号に電話する

と「ウイルス除去費用」や「利用料金」などを名目に電子マネーを

要求され、お金をだまし取られる詐欺も多発しています。

電子マネーを要求されても、購入しない、ID を教えないようにしま

しょう。

詐欺電話がきたら＃９１１０に相談を！

問合先：釧路警察署　☎０１５４－２３－０１１０

　村内のイベント村内のイベント

■湿原アニマルトラッキング

雪の上の足跡や、あちこちに残る痕跡から、湿原周辺の動物の行動と暮らしについて考えます。

　日　時：１月１４日（日）１０時～１２時

　定　員：１５名

　参加費：無料

　開催場所・申込・問合先：温根内ビジターセンター　☎０１５４－６５－２３２３
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